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と名古屋市は「救いの神」だったのです。

要りもしない水利権を引き受けた愛知県・名古屋市は 「河口堰で確保する水は木曽川大堰、

1987を利用できる取水位置で という要望を出し 国はその要望を 尊重する と回答しました」 、 「 」 （

年４月 。しかし、知多半島へ導く愛知県の事業－長良川導水の取水口位置については、国は）

「河川管理上（＝河川環境）の問題」として河口堰直上流と決定しました。愛知県は「話が違

う」と国に詰め寄るとともに、残りの河口堰の水利権分については要望する位置で取水するこ

とを確認しました（ 年８月 。さらに要らない徳山ダムの水の負担増額に消極的だった愛1993 ）

知県・名古屋市を、なおも「ムダダム仲間」に引き止めておくために、国は「徳山ダムおよび

長良川河口堰で開発した水の導水については愛知県、名古屋市の既存の取水・導水施設が有効

に利用できるよう協力する」ことを確認しました（ 年７月 。2004 ）

河川環境の整備保全 を理由にいったんはダメといった 長良川河口堰中流取水 を 河「 」 「 」 、「

川環境の整備保全 を目的に掲げる木曽川水系連絡導水路で認めるという 矛盾そのものの 最」 、 「

終案」を国が検討した所以です。しかし、岐阜県は、すでに河口堰で十分に痛めつけられてい

る長良川の水を、自分の県内の場所で取水することには、簡単には同意できませんでした。

結局は、誰が見ても不自然で不思議な「 年 月 日 木曽川水系連絡導水路－上流分割07 8 22
案－」となったわけです（ 合意に至らなかった 。「 」）

本年２月１７日 「導水路はいらない！愛知の会（準備会 」が、愛知県に「仁義切り」に行、 ）

きました。仮に、同会の要求通り「愛知県が導水路事業から撤退する」ことになれば、監査請

求も住民訴訟も不要となるからです。このとき、愛知県土地水資源課のＹ主幹は 「徳山ダム、

が出来ちゃった以上（導水路事業を進める 」と実に正直に言いました。不必要な（かつ環境）

に悪影響を及ぼす）公共事業を強行すれば、必ず「辻褄合わせの新たな事業」が作られる（さ

らに環境破壊を進めることになる 、という構図をはっきりと見せつけられています。）

「導水路はいらない！愛知の会」発足／監査請求提出
３月１日、名古屋市内で 「導水路はいらない！愛知の会」発足集会が開催さた。まず発足、

総会で会則や役員が承認され、続いて伊藤達也・法政大教授による「木曽川水系連絡導水路の

問題」と在間正史弁護士による住民訴訟（監査請求）のポイント」の講演が行われた。遠慮が

ちな（？）主催者の読みが外れて、会場は満杯・定員オーバーだった。

３月３０日、５６３筆の署名数で、住民監査請求の第一次提出が行わた。併せて名古屋市長

選挙立候補予定者に「要望書」を出した。

「導水路はいらない！愛知の会」 http://www.geocities.jp/dousuiroaichi/

２月７日 第５回長良川市民学習会 「長良川への想い」大盛会
またまた主催者の「読み」が外れて会場は満杯。吉村朝之さんの水中映像は素晴らしく、見

飽きない。時間が足りなくて「パート２」を持つことにしました。

蒲さんや亀崎さんなど、若い人たちの長良川への熱い想い（未来への想い）に感動。

「長良川に徳山ダムの水はいらない」市民学習会実行委員会 http://dousui.org/

徳山ダム導水路の着工ずれ込み 事業費残り１０億円は繰り越し
、 「 」 、市民の運動におされて 岐阜県が 環境調査の徹底 を着工同意の条件としたこともあって

「 年度着工」とはならなかった。しかし消化しきれなかった予算はしっかり次年度以降に08
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繰り越されている。 月 日には 「岐阜県議会水資源対策議員連盟」総会なるもので「新年3 23 、

度着工」との説明をしたとのこと。国交省は「市民の皆様への説明責任は果たすことは前提条

件です 「岐阜県知事から環境面でをしっかりクリアしないと着工同意はできない、と強く言」

われています」と私たちには言う。一方で「推進勢力」には”工程表”まで示して「建設を進

める」旨をアピールしているのである （ → 新聞記事。０９３２４声明）。 . .

「環境」無理解及び天下り法人との馴れ合いが露呈
2 6 8 119月 日、水機構（＆中部地整）は、昨年 月に供覧に付して意見を求めた（岐阜県は

2 10項目の意見を付けた 「環境レポート」に２００項目もの訂正があることを発表した。 月）

「 」 、 。 「 」 、日開催の に向けて である この 検討会 で第６回木曽川水系連絡導水路環境検討会

中部地整は「訂正がありました」と述べただけで一言の謝罪もなかった。発注者である

は、昨年5月14日に木曽川上流河川事務所が、天下り法人（財）ダム水源地「環境レポート」

環境整備センターに実質的には随意契約で発注したもの（成果品）である。天下り法人に思考停

止状態で発注すること、向こうから「訂正」連絡があるまでは「何も分からない」状態。国交省は納税

新聞記事。０９２ ３抗議声明声明）者への責任という意識は全く「無い」らしい。 （ → . .1

２月１８日 徳山ダム付近を地震とする地震発生
揖斐川町では震度４，大垣でもかなり強い揺れであった。新聞記事の「震源は福井県嶺南」

は気象庁発表では訂正されている。震源は徳山ダム付近の浅い場所である。湛水が誘発した地

震ではないか、という疑問が浮上する。３月１９日には朝日新聞に以下の記事が載った。

◇ 四川地震「ダムが誘発」説

.約８万７千人の死者・行方不明者を出した昨年５月の中国・四川大地震（マグニチュード８

０）は、巨大なダム湖の水圧が断層を刺激して起きた―こんな説を中国の地質学者が唱え、議

。 「 」 、 、論になっている 四川省政府は ダムと地震は無関係 としているが なぞの科学的解明のため

日中の共同研究も始まった （広州＝小林哲） （以下略）。

２月の地震以降も同じ場所での地震が続いている、と感じている（気象庁「統計／地震・津

波」震源リストから 。もしダム湛水誘発大地震が起こったら（ 年代に「 億トン級の外） 1990 20
国のダムでは例があるが、日本のダムは規模が小さい（から調査も検討もしない 」とした））

青山俊樹・現水資源機構理事長をはじめとする河川官僚たちは「万死に値する 。」

３月２７日未明、インドネシアで古いダムが決壊し、多くの死者を出した 「ダム」は危険。

を伴う構造物なのである。

２月２６日荒崎水害訴訟チョー不当判決／原告側１３２人が控訴
「大東水害訴訟最高裁判決」の枠組みであろうことは、推測できました。しかし、大東水害

河訴訟最高裁判決でも言及している 諸般の事情 を個別具体的に検討することもなく ただ「 」 、 「

川管理の特殊性」で切って捨て、河川改修計画が存在しさえすれば良い、という乱暴な論

「同種同規模の他河川」の例として被告が出してきた「水門川・理になってしまっています。

板取川」とは、水害発生のメカニズムも被害の規模・頻度も全く異なることを、原告側は丁寧

に明らかにしました。けれど、判決はたった２行で片づけました。チョー手抜きの不当判決。

原告が高齢化しているので少し心配でしたが、３月１２日には、約７割にあたる１３２人が

控訴しました （ → 新聞記事）。
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設楽ダムの中止を求めて立木トラスト運動
以下、設楽ダムの建設中止を求める会ＨＰ から転載http://no-dam.net/index.html

本末転倒した設楽ダム事業を止め、子々孫々まで寒狭川・豊川流域の豊かな自然環境を守り受

け継いで行くために、立木トラスト運動を立ち上げました。 皆さまが、立木を購 入していた

、「 」 。だくことで 自然を破壊するダムは要らない との意思表明をしていただく よう呼びかけます

設楽ダムの建設中止を求める会 代表 市野和夫2009 2 22年 月 日

４月を迎えたいま立木トラスト事務局には、３００人を超える申込があります。そこで３月,
３１日までに立木トラストにお申し込みされた方々を対象に現地視察と、立木に木製 名札をつ

けるイベントを開催します （５月末、６月末と随時当イベントは開催されます ） ぜひ奥三河。 。

にお越しください。設楽の新緑を堪能してください。開催日は４月２６日と４ 月２９日の２日

間です。 なお、当会では立木トラスト運動の趣旨に賛同し、この運動を広報等支援していた

だけ る市民団体を募集しております。

名古屋ＹＷＣＡやめよう設楽ダム！名古屋集会 ５月９日（土）13:30～

新川決壊水害訴訟控訴審 ＤＶＤ
２月２３日の新川決壊水害訴訟控訴審第３回口頭弁論では、２時間の法廷で「控訴理由

の説明（第３準備書面のパワポによる説明 」が行われました。１月３１日に「リハーサ）

ル」を行い、弁護団以外の人間からの意見を採り入れて修正し、大変分かりやすいものと

なっています。これを新川決壊水害訴訟原告団はＤＶＤにして販売しています。

【パワポ＋第３準備書面（パワポの説明にあたる 】 頒価２０００円。）

申込み・問合せ先：新川決壊水害訴訟原告団事務局 池谷武生

〒 愛知県清須市西枇杷島町南大和１３２452-0013
052-502-0835 vegakyotojp@yahoo.co.jpＴＥＬ／ＦＡＸ Ｅｍａｉｌ

前号（８０号）以後の声明等（ＨＰ－事務局長ブログを含む－をご覧下さい）

★ 0９.２.1３ 抗議声明

多数の『訂正』に謝罪のひと言もない天下り法人と国交省の頭の高い癒着

★ 0９.３.２４ 声明 新年度に着工／工程表」の二枚舌「

～市民への説明は後回し？ 岐阜県知事の意向もそっちのけ？～

「要求書」 （近畿地方整備局長宛）★ 0９.４.４

河川法１６条の２第３項・第５項の公然たる無視

今般の淀川水系河川整備計画策定は許せない

新しいＨＰのＵＲＬは以下です。この「やめよ！徳山ダム」もＨＰに載せていきます。

事務局長ブログは比較的頻繁に更新しています。http://www.tokuyamadam-chushi.net
なお、旧い「徳山ダム建設中止を求める会」ＨＰは、上記からリンクできます。

徳山ダム建設中止を求める会 代表：上田武夫「やめよ！徳山ダム」
http://www.tokuyamadam-chushi.net http://tokuyamad.exblog.jp/公式 HP 事務局長ブログ

編集責任：近藤ゆり子 大垣市田町１－２０－１事務局 〒 503-0875
TEL/FAX Email k-yuriko@octn.jp０５８４－７８－４１１９ ：

年会費 ２０００円郵便振替：00800-7-31632








